
狩猟免許所持者の推移
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只
見
町
で
生
活
し
て
い
る
の
は
私
た
ち
人
間
だ
け
で
は
な
く
、

野
生
動
物
も
同
じ
で
す
。
こ
こ
数
年
は
動
物
た
ち
が
山
か
ら
里
に

下
り
て
、
私
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
る
地
域
に
も
現
れ
る
こ
と
が
増

え
ま
し
た
。
自
然
と
共
に
生
き
て
い
る
只
見
町
。
野
生
動
物
と
ど

う
向
き
合
っ
て
い
け
ば
よ
い
か
。
鳥
獣
被
害
対
策
の
現
状
を
関
係

者
に
聞
き
ま
し
た
。

山
の
変
化

　

昨
年
は
酷
暑
や
少
雨
、
ナ
ラ
枯
れ
、

ブ
ナ
の
不
作
が
重
な
っ
て
山
の
実
り
が

減
少
し
ま
し
た
。
ま
た
、
近
年
は
そ
れ

ま
で
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
ニ
ホ

ン
ジ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
が
外
か
ら
入
っ
て

き
て
い
ま
す
。
山
の
変
化
に
よ
っ
て
、

動
物
た
ち
が
餌
を
求
め
て
人
里
に
現
れ

る
こ
と
が
増
え
た
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
で
は
人
里
に
出
没
を
繰
り
返
し

て
い
る
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
被
害
が
甚
大
で

す
。
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
も
昨
年
は
頻
繁
に

山
か
ら
下
り
て
き
て
、
ク
リ
や
ク
ル
ミ
、

果
樹
、
水
稲
へ
の
被
害
は
こ
れ
ま
で
以

上
に
深
刻
で
し
た
。

急
激
な
気
候
変
動

　

昔
の
人
か
ら
授
か
っ
た
天
候
を
読
む

経
験
知
で
は
、
近
年
の
急
激
な
気
候
変

動
に
対
応
で
き
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

近
年
は
、
早
い
雪
消
え
や
桜
の
開
花
、

猛
暑
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
、
雪
の
少
な
い
冬

や
極
端
な
豪
雪
な
ど
、
こ
れ
ま
で
経
験

し
た
こ
と
の
な
い
異
常
気
象
が
続
い
て

い
ま
す
。

　

今
年
は
桜
の
時
期
に
ブ
ナ
が
一
斉
に

開
花
し
、
豊
作
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
ま
り
に
も
開
花
が
早
く
霜
害
を
心
配

し
ま
し
た
が
、
そ
の
時
期
も
過
ぎ
ま
し

た
。
あ
と
は
夏
の
降
雨
に
期
待
し
、
多

く
の
実
り
が
あ
る
秋
に
な
っ
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

Interview❶

▲今年は多くのブナが開花しました。

只見町猟友会長

深津　和
かず

枝
え

さん

鳥
獣
被
害
を
考
え
る

特集

資料：福島県提供

課題①

狩猟免許所持者の全体的な減少

　平成元年度に福島県内の狩猟免許所持者は
銃猟で１万人を超えていましたが、年々減少。
令和６年度は２，０００人程度まで減ってい
ます。一方で、網猟・わな猟の免許所持者は
増加し、令和元年度に銃猟を上回りました。
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猟
師
の
経
験
知
を
次
世
代
へ

　

猟
師
に
な
り
た
て
の
頃
、
狩
猟
が
解

禁
さ
れ
る
11
月
15
日
か
ら
鉄
砲
を
持
っ

て
、
先
輩
た
ち
と
た
く
さ
ん
山
を
歩
い

て
猟
場
を
教
わ
り
ま
し
た
。
少
し
ず
つ

山
の
歩
き
方
、
獲
物
の
痕
跡
、
足
跡
の

見
分
け
方
を
覚
え
て
、
猟
師
の
基
本
は

山
を
知
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

現
代
の
生
活
で
は
山
に
行
く
時
間
を

思
う
よ
う
に
取
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

で
も
、
猟
師
と
し
て
の
経
験
知
は
何
よ

り
も
大
切
な
財
産
で
す
。
今
は
受
け
継

い
だ
知
識
を
猟
友
会
の
後
輩
た
ち
に
で

き
る
だ
け
引
き
継
ぐ
こ
と
が
、
使
命
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
猟
友
会
は
町
か
ら
任
命
さ
れ

て
、
有
害
個
体
の
捕
獲
や
パ
ト
ロ
ー
ル

も
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
会
員
の
減

少
で
町
全
域
を
十
分
に
カ
バ
ー
で
き
な

い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
動
物
た
ち

は
生
き
る
た
め
に
行
動
し
て
い
ま
す
が
、

人
々
の
暮
ら
し
へ
の
被
害
を
少
し
で
も

減
ら
す
た
め
、
地
域
全
体
で
対
策
を
考

え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
猟
友
会
が
無

く
な
れ
ば
被
害
対
策
は
さ
ら
に
難
し
く

な
り
ま
す
。
町
民
の
皆
さ
ん
に
は
猟
友

会
の
活
動
を
知
っ
て
も
ら
い
、
知
識
や

知
恵
を
合
わ
せ
て
、
活
動
に
ご
協
力
い

た
だ
き
た
い
で
す
。
興
味
の
あ
る
方
は

猟
友
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▲５月中旬。山の斜面には残雪があります。

只見町猟友会の活動紹介

❶鳥獣被害対策実施隊・
　有害狩猟鳥獣捕獲隊の活動

❷教習射撃訓練・狩猟
　定期的に射撃場での教習射撃訓練を実施してい
ます。近隣では南会津町や会津若松市に射撃場が
あり、クレー、スキート、実弾射撃による技術向
上を図っています。
　また、事前の狩猟者登録を済ませておき、11
月から始まる猟期内は狩猟が可能な区域内で銃猟
を行います。雪が降ると獲物の足跡が残り、追い
やすくなります。

　法令に基づき町が設置する「鳥獣被害対策実施
隊」や「有害狩猟鳥獣捕獲隊」は、只見町猟友会
が推薦した会員が務めています。４月の編成式か
ら１年間、有害鳥獣の捕獲やパトロール、人身被
害の恐れがある場合にクマの捕獲などを行ってい
ます。日頃から見回りを行い、町民から被害状況
の聞き取りを実施しています。

資料：只見町農林建設課　令和７年度被害調査アンケート

鳥獣被害に対する町民の声
◦クマによる水稲の被害は去年が初めてでした。
◦今までサルは自宅裏までは来ませんでしたが、
去年初めてサルにトウモロコシを全部やられま
した。今年はもう作付しないようにしました。
◦去年は特に被害が多く、サル、イノシシの個体
数も増加したと思われます。

課題❷

有害鳥獣による農作物被害

　町内の農作物被害を把握するため、町は令
和３年度からアンケート調査を実施していま
す。被害面積・被害額の増減は年度によりま
すが、年度を追うごとに鳥獣の出没頻度が上
がっている現状があります。

▲冬はカンジキを履いて山に入ります。
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鳥獣被害対策の３本柱
①入れない（侵入防止）
②近づけさせない（生息環境整備）
③増やさない（加害個体の捕獲）

町の補助を活用して集落で対策しました
� 坂田集落協定役員　飯塚 勇

いさむ

さん

　私が区長だった2019年に、打杭地内の田んぼをイノシシに荒らされ、
大きな被害を受けました。個人での対策には限界があるので、区長として
呼びかけて集落で協力して対策を進めてきました。
　町の補助金で電気柵を購入して、日中動ける人が設置や撤去を行ってい
ます。わなの狩猟免許を取得して捕獲活動もしています。田んぼ被害は減
っていますが、ソバ畑の被害やクマの出没への対応が新たな課題です。今
後も町の補助を最大限活用しながら、集落で対策を継続していきたいです。

Interview❷

緩衝帯整備

金網柵・ワイヤーメッシュ柵

追い払い

　農地に近い里山の刈り払い等
を行い、鳥獣が潜む場所を除去
します。

　柵の高さや強度で侵入を防ぎます。地形や
設置する距離、維持管理体制に応じて柔軟に
考えましょう。サルには電気柵と組み合わせ
た複合策が有効です。

　特にサルを見たときは侵入した場所に集ま
って、複数人で花火などを使い、サルが集落
から出るまで徹底して追い払いすると効果的
です。組織的な追い払いは、サルに危険な場
所だと学習させ集落を避けるようになります。

被害対策の詳細は農林水産省監修
『野生鳥獣被害防止マニュアル』を
ご確認ください。

参考文献：野生鳥獣被害防止マニュアル総合対策編企画編集委員会（2023）『野生鳥獣被害防止マニュアル
【総合対策編】』農林水産省 農村振興局 農村政策部 鳥獣対策・農村環境課 鳥獣対策室 監修

二次元コードは「野生鳥獣による被害防止マニュアル等」（農林水産省）（https://www.maff.
go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/manual.html）（2026-05-28参照）を加工して作成。
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３本柱で鳥獣に強い地域をつくる
　有害な鳥獣の捕獲だけではなく、野生鳥獣を集落や民家に近づけさせない、田畑に入れな
いことも重要です。これらの取り組みを総合的に行うことは、地域を野生鳥獣にとって危な
くエサが食べられない場所にして、被害を防ぐことにつながります。ここでは鳥獣に強い地
域づくりに向けた取り組みの一部を紹介します。

被害対策は組み合わせてこそ
� 株式会社ヤマイシ　代表取締役　渡部 民

たみ

夫
お

さん

　山の見通しが明るくなるよう里山の刈り払いを会社で請け負っています。
ただ、作業に充てられる期間、予算、人員には限度があるので、緩衝帯を
整備できる面積は限られています。
　鳥獣被害対策は緩衝帯整備に限らず、電気柵や果樹に波トタンを巻くと
いった、できる範囲での対策も必要です。被害対策はどれかひとつだけや
るのではなくて、組み合わせないと効果がありません。特に山林に接して
いる農地ではそうした取り組みが大切です。

Interview❸

木の幹に波トタンを巻く

残さを放置しない 電気柵

　幹に波トタンを巻くことで木の上に
登れなくさせます。特にクマ対策に有
効で、クリやカキの木に巻きます。

　収穫後の畑や家の周りに収穫しなかった、
廃棄した野菜を放置することは鳥獣を呼び寄
せてしまいます。耕うん機で土の中にすきこ
む、コンポストに入れるなど適切な処理を行
いましょう。

　野生鳥獣がワイヤーに触れることで電気の
流れ（回路）ができ、電気ショックを与えま
す。感電することで危険だと学習させます。
維持管理しやすいよう防草シートとの組み合
わせも効果的です。
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地
域
住
民
と
町
が
と
も
に

被
害
軽
減
へ
つ
な
げ
る
た
め
に

町
の
取
り
組
み
と
支
援

被
害
対
策
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

　

只
見
町
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
に
よ
る

パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。
主
に
町
内

の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
が
出
没
、
被
害
が
出
て
い

る
箇
所
を
中
心
に
巡
回
し
ま
す
。
ニ
ホ
ン

ザ
ル
等
を
見
か
け
た
、
被
害
が
あ
っ
た
等

の
情
報
は
実
施
隊
や
農
林
建
設
課
ま
で
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。

■
実
施
予
定
期
間

　

令
和
８
年
６
月
24
日（
水
）か
ら

　

令
和
８
年
９
月
16
日（
水
）

　

毎
週
水
曜
日
に
実
施

●
お
問
合
せ
先

只
見
町
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊

深
津
和
枝

☎
０
８
０
－
２
８
１
７
－
５
６
７
８

追
い
払
い
花
火
の
配
布

　

里
山
や
農
地
に
出
没
す
る
有
害
鳥
獣
を

追
い
払
う
た
め
の
花
火
を
配
布
し
て
い
ま

す
。

■
配
布
場
所

・
役
場
町
下
庁
舎
農
林
建
設
課

・
各
地
区
公
民
館

■
配
布
本
数

・
事
故
防
止
の
た
め
、
一
回
の
受
取
上
限

は
、
一
人
当
た
り
６
本
、
集
落
で
ま
と

め
て
受
け
取
る
際
は
30
本
ま
で
で
す
。

■
使
用
上
の
注
意

・
花
火
は
高
さ
30
ｍ
に
連
続
し
て
打
ち
上

が
り
ま
す
。
燃
え
や
す
い
も
の
に
向
け

て
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

・
花
火
は
地
面
に
垂
直
に
固
定
し
、
導
火

線
の
先
端
に
火
を
つ
け
、
素
早
く
５
ｍ

以
上
離
れ
て
く
だ
さ
い
。

・
点
火
に
は
マ
ッ
チ
、
ラ
イ
タ
ー
を
使
用

し
な
い
で
く
だ
さ
い
（
タ
ー
ボ
ラ
イ
タ

ー
、
線
香
等
を
使
用
）。

・
不
発
が
あ
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
回

収
し
て
く
だ
さ
い
。

・
花
火
を
直
接
手
に
持
っ
て
使
用
し
な
い

で
く
だ
さ
い
。
花
火
専
用
の
ホ
ル
ダ
ー

を
貸
し
出
し
し
て
い
ま
す
。

狩
猟
免
許
等
取
得
支
援
補
助
金

　

農
林
水
産
物
被
害
、
人
的
被
害
へ
の
対

策
と
し
て
、
有
害
鳥
獣
の
捕
獲
に
必
要
な

狩
猟
免
許
・
銃
砲
所
持
許
可
の
新
規
取
得

や
更
新
に
要
す
る
経
費
、
新
規
の
場
合
は

物
品
購
入
経
費
を
補
助
し
ま
す
。

■
補
助
対
象
者

・
只
見
町
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
、
町
税

等
の
滞
納
の
な
い
者
。

・
狩
猟
免
許
等
を
新
た
に
取
得
し
た
者
。

な
お
取
得
後
は
福
島
県
猟
友
会
南
会
津

支
部
只
見
分
会
に
入
会
し
、
か
つ
、
只

見
町
有
害
狩
猟
鳥
獣
等
捕
獲
隊
お
よ
び

只
見
町
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
に
入
隊

し
、
隊
員
と
し
て
鳥
獣
被
害
対
策
活
動

に
５
年
間
従
事
す
る
も
の
と
す
る
。

・
狩
猟
免
許
等
の
更
新
し
た
者
。
な
お
更

新
後
は
右
記
活
動
に
３
年
間
従
事
す
る

も
の
と
す
る
。

■
補
助
対
象
経
費

【
狩
猟
免
許
】

◎
対
象
経
費

初
心
者
講
習
者
受
講
料
、
狩
猟
免
許
申

請
手
数
料
、
狩
猟
免
許
更
新
申
請
手
数

料
◎
補
助
金
額　

全
額

【
銃
砲
所
持
許
可
】

◎
対
象
経
費

各
種
講
習
会
、
射
撃
教
習
資
格
認
定
、

教
習
射
撃
、
火
薬
類
等
譲
受
許
可
申

請
、
銃
砲
所
持
許
可
申
請
等
に
係
る
手

数
料
、
受
講
料

◎
補
助
金
額　

全
額

※
教
習
射
撃
受
講
料
に
つ
い
て
、
福
島

県
よ
り
補
助
金
が
交
付
さ
れ
た
場
合

は
そ
の
額
を
除
く
。

【
許
可
申
請
】

◎
対
象
経
費

許
可
申
請
時
の
医
師
診
断
書
代

◎
補
助
金
額　

上
限
３
千
円

【
物
品
購
入
な
ど
（
新
規
の
み
）】

◎
対
象
経
費

銃
器
・
銃
保
管
庫
・
装
弾
保
管
庫
の
購

入
費
用

◎
補
助
金
額

購
入
費
の
半
額

上
限
５
万
円
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【
令
和
８
年
度
拡
充
】

農
作
物
鳥
獣
被
害
防
止

　
　
　
　
対
策
事
業
費
補
助
金

　

野
生
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
防
止

を
目
的
に
、
電
気
柵
等
の
購
入
や
緩
衝
帯

の
整
備
に
係
る
経
費
を
補
助
し
ま
す
。

　

ま
た
、
町
の
農
業
を
担
う
認
定
農
業
者

が
設
置
し
た
電
気
柵
の
維
持
管
理
を
区
に

委
託
し
た
場
合
の
経
費
も
新
た
に
補
助
し

ま
す
。

■
補
助
対
象
者

　

町
税
等
の
滞
納
が
無
く
、
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
も
の
。

・
只
見
町
内
に
住
所
を
有
し
、
自
ら
農
業

を
お
こ
な
っ
て
い
る
個
人

・
町
内
27
区
分
の
集
落

・
町
有
害
狩
猟
鳥
獣
捕
獲
隊
の
各
分
隊

・
町
の
重
点
振
興
作
物
を
栽
培
す
る
３
戸

以
上
か
ら
組
織
さ
れ
る
生
産
組
合
等

・
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
55

年
法
律
第
65
号
第
12
条
第
１
項
）
に
基

づ
く
５
年
後
の
農
業
経
営
改
善
計
画
を

作
成
し
、
町
か
ら
認
定
を
受
け
た
農
業

者
（
認
定
農
業
者
）

■
補
助
対
象
事
業

　

下
記
の
と
お
り
で
す
。

■
申
請
時
の
注
意
点

・
同
じ
土
地
に
電
気
柵
や
鳥
獣
対
策
に
有

効
と
認
め
ら
れ
る
機
材
の
設
置
は
、
購

入
日
の
翌
年
度
初
日
か
ら
５
年
間
は
同

じ
補
助
対
象
事
業
の
申
請
が
で
き
ま
せ

ん
。
別
の
場
所
へ
の
設
置
や
５
年
以
上

経
過
し
て
機
器
を
更
新
す
る
場
合
は
申

請
で
き
ま
す
。

・
当
補
助
金
や
同
種
の
事
業
で
緩
衝
帯
を

整
備
し
た
箇
所
は
、
実
施
翌
年
度
初
日

か
ら
２
年
間
は
申
請
で
き
ま
せ
ん
。
別

の
箇
所
で
の
緩
衝
帯
整
備
は
申
請
で
き

ま
す
。

　

補
助
金
の
申
請
や
詳
細
、
過
去
の
申
請

状
況
な
ど
は
農
林
建
設
課
農
林
係
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
補
助
金
の
交
付

要
綱
、
申
請
様
式
な
ど
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。
鳥
獣
被
害
軽
減

に
向
け
た
取
り
組
み
に
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
お
問
合
せ
先

　

只
見
町
役
場
農
林
建
設
課
農
林
係

　

☎
０
２
４
１
－
82
－
５
２
３
０

町ホームページ
届出・申請

補助対象事業 【個人】 【区・捕獲隊・生産組合】 【認定農業者】
※令和８年度拡充

電気柵
設置、材料購入経費の
2/3以内
（上限10万円）

左記補助対象事業の経費
の全額

（上限70万円）

設置、材料購入経費の4/5以内
（上限　1集落当たり70万円）

電気柵以外の柵
（金網、防護ネット等）

設置、材料購入経費の
1/2以内
（上限5万円）

爆音器等、鳥獣対策に
有効と認められるもの

設置、材料購入経費の
1/2以内
（上限5万円）
※機器の場合、購入額

または合計が3万円
以上

電気柵維持管理等
※令和８年度拡充

※区等が当補助金で購入
した電気柵については
対象外

設置、撤去、草刈を区に委託した
場合の経費の4/5以内

（上限　作業1時間当たり
� 1,200円）
※当補助金を利用せず購入した電

気柵も対象とする。

緩衝帯整備
※10a当たり4万円

以内

下刈り等に係る委託料、
草刈機本体以外の消耗
品の購入費、燃料費の
1/2以内
（上限5万円）

下刈り等に係る委託料、
草刈機本体以外の消耗品
の購入費、燃料費の全額

（上限40万円）
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